
平成 21 年 10 月２８日 

第十管区海上保安本部 

 

 

 

不法投棄事案合同スカイパトロールの実施について 

第十管区海上保安本部では、鹿児島県の不法投棄防止強化月間
（１１月）に併せ、当庁航空機により鹿児島県と合同で上空から
人目の届かないところへの廃船、建設廃材等の投棄を監視するた
め管内沿岸部の監視パトロールを実施します。 

 

１ 実施日時  

  平成２１年１１月１１日（水）午後２時から午後４時まで 

 

２ 使用航空機 

  第十管区海上保安本部鹿児島航空基地 

  ＭＡ９５１（サーブ・スカニア式 SAAB３４０:うみつばめ）       

                                   (MA 機) 

 

 

 

 

 

３ パトロール実施機関 

○第十管区海上保安本部、鹿児島航空基地 

○鹿児島県環境部 

  

 

４  パトロールコース 

   鹿児島空港～志布志湾～大隅半島東岸～種子島・屋久島沿岸～薩摩半島西岸 

   （別添図のとおり） 

  

５  出発式について 

  ○スカイパトロール出発にあたり、午後１時３０分から鹿児島航空基地格納庫前(空港   

   内)において、出発式を実施します。 

  ○出発式、搭乗監視取材ご希望の方は、鹿児島空港敷地内への入場申請のため、 

   １１月４日（水）1700 まで、会社名、氏名を総務課企画係〔電話 099-250-9800（代）〕 

   までご連絡ください。 

  

問い合わせ先 

警備救難部 刑事課 

刑 事 課 長  堀 木 

TEL099-250-9800 （内線 3170）



 

 

 

 

別添図＜監視コース＞ 

 

 

 

 

監視コース 

鹿児島航空基地


